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関連法令一覧 

 

１．学校選択制の普及促進 

  

● 学校教育法施行令 第８条 

  市町村の教育委員会は、第５条第２項（第６条に おいて準用する場合を含む。）の場合において、
相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した小学校又は中学校を変更することができ

る。この場合 においては、すみやかに、その保護者及び前条の通知をした小学校又は中学校の校
長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校又は中学校の校 長に対し、同条の
通知をしなければならない。 

 
● 学校教育法施行規則 第３２条 

  市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第五条第二項 （同令第六条 において準用する場合を
含む。次項において同じ。）の規定により就学予定者の就学すべき小学校又は中学校（次項におい

て「就学校」という。）を指定する場 合には、あらかじめ、その保護者の意見を聴取することがで
きる。この場合においては、意見の聴取の手続に関し必要な事項を定め、これを公表するものとす 
る。 

  
 ２  市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第五条第二項 の規定による就学校の指定に係る通知
において、その指定の変更についての同令第八条 に規定する保護者の申立ができる旨を示すもの
とする。 

 
● 学校教育法施行規則 第３３条 

  市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第八条 の規定により、その指定した小学校又は中学校
を変更することができる場合の要件及び手続に関し必要な事項を定め、これを公表するものとする。 

 
 
２．児童生徒・保護者の意向を反映した学校評価・教員評価 

 

● 小学校（中学校）学校設置基準 第２条 

  小学校（中学校）は、その教育水準の向上を図り、当該小学校の目的を実現するため、当該小学

校（中学校）の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公

表するよう努めるものとする。 
 
 
３．学校に関する情報公開の徹底、全国学力・学習状況調査の結果の公表等 

 
● 小学校（中学校）学校設置基準 第３条 

  小学校（中学校）は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対し

て積極的に情報を提供するものとする。 
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事 務 連 絡

平成１８年６月２６日

各都道府県・指定都市教育委員会就学事務担当課 殿

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課

学校教育法施行令第８条に基づく就学校の変更の取扱いについて

学校教育法施行令第８条に基づく就学校の変更の取扱いについては、平成18年３月30日

付けで文部科学省初等中等教育局長から通知するとともに「公立小学校・中学校における

学校選択制等についての事例集」を作成し配付したところですが、市町村教育委員会にお

いて就学校の変更を相当と認める具体的な事由を定める際には、下記のことにご留意いた

だくようお願いします。

なお、ご参考までに、上記通知及び上記事例集に関する規制改革・民間開放推進会議の

意見（平成18年４月19日付け）並びに同意見に対する文部科学省の回答（平成18年５月15

日付け）を添付します。

おって、都道府県教育委員会にあっては、この事務連絡を域内の市町村教育委員会に対

し周知いただくようお願いします。

記

１ 上記通知の記の３の（３）及び上記事例集中「市町村教育委員会の皆様へ」において

言及されている「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学校独

自の活動等」については、文部科学省としては、単なる事例ではなく、どの市町村にお

いても就学校の変更が認められてよい理由として示したものであること。

２ 上記通知や上記事例集の記述は、学校教育法施行令第８条で「市町村教育委員会は、

…相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した小学校又は中学校を変更す

ることができる」と規定されており、就学校の変更に係る最終的な判断は市町村の教育

委員会が行うものであることを踏まえたものであること。

３ 今後、市町村教育委員会等においては、上記通知等の趣旨が適切に生かされるように

していただきたいこと。

【本件担当】

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課

教育制度改革室企画調査係 伊賀、佐々木

電話：03-6734-2022

FAX：03-6734-3731

Mail：syokyo@mext.go.jp



（参考）

○規制改革・民間開放推進会議の意見（平成18年４月19日）

貴省の原文では、就学校の変更が認められる相当の理由として挙げられている、「い

じめへの対応、通学の利便性、部活動等学校独自の活動等」が、単なる事例に過ぎない

かのような表現となっている。

第２次答申は、上の３つは、就学校の変更が相当と認められる事由として国が適当と

解釈するもので、その他にも変更が相当と認められる事由があり得ることから、その例

示を求めたものであり、平成１７年１２月１９日に行われた「教育分野の規制改革に関

する審議」において文部科学大臣が発言された内容も踏まえ、以下のように修正された

い。

＜修正案＞

「また、就学校の変更が相当と認められる理由としては、いじめへの対応、通学の利

便性、部活動等学校独自の活動等が考えられますが、変更をする具体的な場合について

は、本事例集に収録された事例も参考にしつつ、各市町村教育委員会において、地域の

実情に応じ適切にご判断の上、予め明確にして公表するようお願いいたします。」

○文部科学省の回答（平成18年５月15日）

文部科学省としては、「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動

等学校独自の活動等」については、単なる事例ではなく、どの市町村においても就学校

の変更が認められてよい理由として示したものです。

しかしながら、学校教育法施行令第８条では、「市町村の教育委員会は、…相当と認

めるときは、保護者の申立により、その指定した小学校又は中学校を変更することがで

きる」と規定されており、就学校の変更に係る最終的な判断は市町村の教育委員会が行

うものであることを踏まえ、事例集や平成１８年３月３０日付け通知のような記述にし

たものです。

今後、本通知等の趣旨が適切に生かされるよう、市町村教育委員会等に対し、必要な

助言を行ってまいりたいと考えます。



平成１９年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領（抜粋） 
 

 

（４）調査結果の取扱いに関する配慮事項 

 

調査結果の取扱いについて配慮すべき点は，以下のとおりとする。 

 

ア  調査結果の公表にあたっては，本調査の結果が学力の特定の一部分であ

ることを明示すること。また，数値の公表にあたっては，それにより示

される調査結果についての読み取り方を併せて示すこと。 

 

イ  本調査の実施主体が国であることや市町村が基本的な参加主体であるこ

となどにかんがみて，都道府県教育委員会は，域内の市町村及び学校の

状況について個々の市町村名・学校名を明らかにした公表は行わないこ

と。 

また，市町村教育委員会は，上記と同様の理由により，域内の学校の状

況について個々の学校名を明らかにした公表は行わないこと。 

 

ウ  市町村教育委員会が，保護者や地域住民に対して説明責任を果たすため，

当該市町村における公立学校全体の結果を公表することについては，そ

れぞれの判断にゆだねること。また，学校が，自校の結果を公表するこ

とについては，それぞれの判断にゆだねること。 

ただし，本調査により測定できる学力は特定の一部分であることや，学

校評価の中で体力なども含めた教育活動の取組の状況等を示し，調査結

果の分析を踏まえた今後の改善方策等を併せて示すなど，序列化につな

がらない取組が必要と考えられること。 

 

エ  都道府県教育委員会が，例えば，教育事務所単位で調査結果を公表する

など個々の市町村名が明らかとならない方法で公表することは可能であ

ると考えられること。 

また，都道府県等が独自に実施する学力調査の公表の取扱いについては，

もとよりそれぞれの自治体の判断にゆだねられること。 
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教職大学院修了者の採用・処遇について 

 

● 今後の教員養成・免許制度の在り方について（答申） 

（平成18年 7月 11日 中央教育審議会）より抜粋  

 

2． 「教職大学院」制度の創設 

－教職課程改善のモデルとしての教員養成教育－    

  

 （4）その他（設置基準以外の関連事項等について） 

  

  ⑥修了者の処遇   P.38  

   

  ○ 教職大学院の修了者の処遇については、具体的には、校長・教頭等学校における

一定の職務・位置付け、給与面での処遇その他の取扱いが考えられる。 

学校における一定の職務・位置付けについて、特に修了者が現職教員の場合には、

地域や学校における指導的役割を果たす教員として活躍することが期待される

が、これらの役割について、制度的に措置を講ずることは適当ではなく、修了者

の実績等を踏まえ、都道府県教育委員会等において主体的に対応することが適 

当である。 

（中略） 

○ 修了者のうち新人教員については、例えば教員採用選考試験において、教職大学

院における履修実態等を考慮し、選考の公平性に留意しつつ、通常の採用選考方 

法とは異なる観点・方法で選考することなどの工夫も考えられるが、教員採用選

考の在り方については、都道府県教育委員会等の責任において適切に検討してい 

くことが期待される。 

 

● 規制改革・民間開放推進３か年計画（再改定）（抄）（平成18年３月31日 閣議決定） 

  

８ 教育・研究関係 

ウ 高等教育 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

平成16年度 平成17年度 平成18年度 

22 教職大学院

修了者の

採用・処遇

における

公平性の

確保 

（文部科学省） 

 制度の創設が検討されている教職大学院の

修了者の採用・処遇については、その修了者が

教員としての一定以上の資質を備えていると

の先験的な前提に立って、制度的に大学学部卒

業者や一般大学院修了者等と異なる措置を講

じることは適当ではなく、修了者の実績等を踏

まえ、都道府県教育委員会等において選考の公

平性に留意しつつ対応する。 

  逐次実施
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